
 

東日本大震災被災地の復旧・復興及び首都圏の防災対策について 
 

去る３月１１日に発生した東日本大震災は、関東地方においても、大地
震、津波、液状化等が発生し甚大な被害をもたらした。 

首都圏では、地震動に伴う被害に加え、太平洋沿いの地域において大津
波が来襲、多くの建物が全壊し尊い命も多数奪われ、また東京湾岸部や河
川沿いの低地等では広域的な液状化が発生し、住宅やライフライン、農地
などに大きな被害が生じた。更には、長時間にわたる石油コンビナート火
災も発生した。まさに、それぞれの地域で、態様の異なる様々な被害が生
じたのが今回の震災の特徴であり、今後復旧復興を果たしていくためには、
画一的な対策だけではなく地域の被害の形態に即した適切な対応が不可欠
である。 

さらに一日も早い復旧と、将来を見据えた復興を目指し、被災住民や被
災地の視点に立った被災現場それぞれの状況に応じた対策を講じていくた
めには、地域の実態を熟知した自治体が、国の十分な財政支援のもとに、
その中心を担っていくことが望まれる。そのためには、国が汎用性や自由
度の高い補助制度の導入や、各種規制の緩和など、地域が復旧・復興に向
けた力を十分に発揮できる支援策を構築していくことが必要である。 

一方、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、首都圏でも商工業、
観光業及び農林水産業等について深刻な風評被害が生じていることから、
国において、国内外に向けて正しい情報を提供するとともに、安全が十分
に確認された場合には、広く積極的な PR 等を速やかに行うことが不可欠で
ある。 

さらに、南関東においてマグニチュード７クラス地震の今後 30 年以内の
発生確率は 70％とされ、更に、国の地震調査研究推進本部の評価によれば、
今後 30 年以内に東海地震が発生する確率が 87％とされるなど、大規模地
震発生の切迫性が高まっている。 

今回の東日本大震災を例に出すまでもなく、大規模災害時においては、
国のリーダーシップのもと、迅速かつ適切に対応する必要があることから、
国としても、首都圏における防災対策について、地域の状況を踏まえた総
点検を行い、大規模災害への備えに万全を期する必要がある。 

ついては、下記事項について特段の措置を講じること。 

記 

○ 復旧・復興にあたっては、沿岸部、農村部、都市部など、それぞれの
被災地の状況を十分踏まえ、自由度の高い補助制度の導入等、現場の
状況に的確に対応できる対策を講じていくこと。 

○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、首都圏でも商工業、観
光業及び農林水産業等について深刻な風評被害が生じていることから、
国において、国内外に向けて正しい情報を提供するとともに、安全が
十分に確認された場合には、広く積極的な PR 等を速やかに行うこと。 

○ 今回の震災の状況を踏まえ、首都圏に影響を及ぼす想定地震や地震動
と被害状況の関係等について見直しを行い、防災基本計画や大綱の修
正を行うなど、首都圏における防災対策について総点検を行い、大規
模災害への備えを万全にすること。 
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